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中国税务 

増値税改革－金融サービス編 
 

2016年 3月 24日、財政部および国家税務総局はウェブサイト上で「営業税に

代えて増値税を徴収する試験の全面的な実施に関する通知」（財税[2016]36

号）（以下、36号通達）を公布した。当該通達は、2016年 5月 1日から営業

税に代えて増値税を徴収する試験（以下、増値税改革試験）の対象となる建築

業、不動産業、金融業および生活サービス業に係る具体的な取扱いを明らかに

するとともに、交通運輸業、現代的サービス業、郵便および電信業に係る現行

の増値税の取扱いに変更を加えるものである。Tax Analysis P232および P233

では、36号通達の全体的な内容および不動産業の観点から増値税改革試験の政

策について解説したが、本 Tax Analysisでは、金融サービス業に関する増値税

改革試験の政策および当該業種に対する影響について分析する。 

 

36号通達における金融サービス業に対する政策の要点 

 

課税範囲 

 

36号通達に基づき、金融サービス業は増値税改革試験の対象となる。適用税率

は 6%であるが、小規模納税者には 3%の徴収率が適用される。36号通達にいう

金融サービスとは、金融・保険の業務活動を指す。課税対象項目の分類上は、

貸付サービス、直接チャージ金融サービス、保険サービスおよび金融商品の譲

渡が含まれる。それぞれの範囲は以下のとおりである。 

 

金融 

サービス

の類型 

 

課税範囲の注釈 

貸付 

サービス 

貸付とは、資金を他人の使用のために貸与し、利息収入を取得

する業務活動を指す。各種の資金の占用、融通により取得する

収入はすべてこの課税対象項目の範囲に属する。これには以下

が含まれる。 

 金融商品の保有期間（期限到来を含む）の利息（元本保証収

益、報酬、資金占用費、補償金等）収入 

 クレジットカードの貸越利息収入 

 売戻し条件付き買入れ金融商品の利息收入 

 信用取引で得た利息収入 

 セール・アンド・リースバック、荷為替、延滞利息、手形割

引、転貸等の取引により取得した利息および利息性質の収入 

 通貨資金を投資して得た固定利益あるいは最低保証利益 

 

“セール・アンド・リースバック”とは、借り手が資金調達を

目的として、セール・アンド・リースバックの業務に従事する

企業に資産を売却した後、当該企業が当該資産を借り手にリー

スする業務活動を指す。但し、納税者が 2016 年 4 月 30 日以前

に締結した有形動産のセール・アンド・リースバック契約に基

づき、契約期限の到来前に提供するセール・アンド・リースバ

ックについては、引き続き（現代的サービスの中の）有形動産

のファイナンスリースサービスとして増値税を納付する。 

 

税務 
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金融 

サービス

の類型 

 

課税範囲の注釈 

直接 

チャージ 

金融 

サービス 

直接チャージ金融サービスとは、通貨資金の融通およびその他

の金融業務のために関連のサービスを提供し、且つ費用を受領

する業務活動を指す。これには、通貨の両替、口座管理、電子

銀行、クレジットカード、信用状、財務保証、資産管理、信託

管理、ファンド管理、金融取引場所（プラットフォーム）の管

理、資金決済、資金清算、金融支払等のサービスの提供が含ま

れる。 

 

保険 

サービス 

保険サービスとは、被保険者が契約の約定に基づいて保険者に

保険料を支払い、保険者は契約で約定する発生する可能性のあ

る事故について、その発生により生じた財産損失に対して保険

金を支払う責任を負うか、あるいは被保険者が死亡、障害、疾

病または契約に約定する年齢、期限に達する等の条件を満たし

た時に保険金を給付する責任を負う商業保険行為を指す。これ

には、人身保険サービスと財産保険サービスが含まれる。 

 

金融商品 

の譲渡 

金融商品の譲渡とは、外貨、有価証券、商品以外の先物および

その他の金融商品の所有権を譲渡する業務活動を指す。そのう

ち、その他の金融商品の譲渡には、ファンド、信託、理財商品

等の各種の資産管理商品および各種の金融デリバティブの譲渡

が含まれる。 

 

 

売上額 

 

貸付サービス 

 

 一般貸付サービス：貸付サービスを提供して取得したすべての利息および利

息性質の収入を（課税標準となる）売上額とする。 

 

 セール・アンド・リースバック： 

 

 人民銀行、銀行業監督管理委員会あるいは商務部の認可を得てファイナ

ンスリースに従事する納税者：すべての代金および代金以外の費用（元

金を含まない）から、対外的に支払った借入利息（外貨借入金および人

民元借入金の利息を含む）、債券利息を控除した後の残額を売上額とす

る。 

 商務部の授権した省レベルの商務主管部門および国家経済技術開発区の

認可を得てファイナンスリースに従事する納税者： 

o 2016年 5月 1日以降の実際払込資本金が 1.7億元に達する場

合：基準に達した当月から、上述した規定に従って売上額を計算

する（すなわち、対外的に支払った借入利息および債券利息を控

除することができる）。 

o 2016年 5月 1日以降の実際払込資本金は 1.7億元に満たない

が、登録資本金は 1.7億元に達する場合：2016年 7月 31日まで

は上述した規定に従って売上額を計算することができるが、8月

1日以降の業務については、上述した規定を適用することはでき

ない（すなわち、関連の項目を控除することはできない）。 

 

直接チャージ金融サービス 

 

当該サービスを提供して受領した手数料、コミッション、報酬、管理費、サー

ビス費、取引手数料、口座開設費、名義書換料、決済費、信託移管料等の各種

の費用を売上額とする。 

 

金融商品の譲渡 

 

売却価格から購入価格を控除した後の残額を売上額とする。そのうち、購入価 

mailto:patyip@deloitte.com.hk
mailto:natyu@deloitte.com.cn
mailto:angelazhang@deloitte.com.cn
mailto:jfoun@deloitte.com.cn
mailto:juszhu@deloitte.com.cn
mailto:dyun@deloitte.com.hk


格は加重平均法あるいは移動平均法のいずれかを選択して計算することができる。但し、計算方法を選択した後、36

か月間は変更することができない。 

 

金融商品の譲渡によりプラスとマイナスの差額が生じた場合は、それらを相殺した後の残額を売上額とする。相殺後

にマイナスとなる場合は、翌納税期に繰り越し、翌期の金融商品の譲渡による売上額と相殺することができる。但

し、年末においてなおマイナスとなる場合、それを翌会計年度に繰り越すことはできない。 

 

増値税の課税対象とならない項目 

 

36号通達によれば、金融サービスと関連する以下の収入は増値税の課税対象とならない。 

 

 預金利息収入 

 被保険者が得る保険金 

 

増値税を免除される項目 

 

36号通達に基づき、金融サービス業に係る一部の収入項目は免税となる。その主なものは以下のとおりである。 

 

金融サービス業に係る増値税の主な免税政策 

1. 以下を含む、規定に合致する利息収入 

 2016年 12月 31日以前の金融機関による農家少額貸付の利息収入 

 国家奨学金貸付の利息収入 

 国債、地方政府債の利息收入 

 人民銀行の金融機関に対する貸付の利息収入 

 統一借入統一返済業務の利息収入。すなわち、企業グループまたは企業グループの中核企業およ

びグループに属する財務公司が、金融機関に支払う借入利率あるいは債券の表面利率を上回らな

い利率により、企業グループまたはグループ内の下部組織から受領する利息 

 金融業の同業者間取引に係る利息収入 

 金融機関と人民銀行の間で発生する資金取引 

 銀行内部間取引（すなわち、同一銀行内の異なる本支店間で発生する資金取引） 

 金融機関の間の資金取引（すなわち、人民銀行の認可を得て、全国銀行間取引市場に参入

した金融機関の間で、全国統一の同業者間資金融通ネットを通じて行う短期（1 年以下）

の無保証資金融通行為） 

 金融機関の間で行う手形割引 

2. 以下を含む、規定に合致する金融商品の譲渡収入 

 適格外国機関投資家（QFII）が国内会社に委託し、中国で証券売買業務に従事して取得した収入 

 香港市場の投資家（組織と個人を含む）が上海・香港相互株式投資制度により、上海証券取引所

に上場する A株を売買して取得した収入 

 香港市場の投資家（組織と個人を含む）がファンド相互承認制度により、内地の投資ファンドの

ユニットを売買して取得した収入 

 証券投資ファンド（クローズエンド型証券投資ファンド、オープンエンド型証券投資ファンド）

の管理者がファンドを運用して株式、債券を売買して取得した収入 

 個人が金融商品の譲渡業務に従事して取得した収入 

3. 保険会社が 1年以上の人身保険商品について取得した保険料収入 

4. 適格保証機関が中小企業の信用保証あるいは再保証業務に従事して取得した収入 

5. 登記を抹消される金融機関が物品、不動産、無形資産、有価証券、手形等の財産をもって債務を返

済する場合 

 

その他の重要な政策および徴税管理に関する規定 

 

借入利息支出に係る仕入税額の処理：36号通達の規定によれば、貸付サービスの購入に係る仕入税額は控除すること

ができない。また、納税者が貸付サービスの提供を受け、貸付者に支払った、当該貸付と直接関連する投融資顧問

料、手数料、コンサルティング料等の費用についても、その仕入税額を売上税額から控除することはできない。 

 

不良貸付の処理：金融企業が貸付をした後、利息の支払日から 90日以内に発生した未収利息は規定に従って増値税

を納付しなければならない。利息の支払日から 90日を経た後に発生した未収利息は暫定的に増値税を納付せず、実

際に利息を受け取った時に増値税を納付する。 

 

クロスボーダーの金融サービス： 

 

 輸出物品のために提供する保険サービス（輸出物品保険と輸出信用保険を含む）は増値税を免除される。 



 国外組織間の資金融通およびその他の金融業務のために提供する直接チャージ金融サービス（当該サービス

が国内の物品、無形資産および不動産と関連しない場合）は増値税が免除される。 

 国外の組織または個人から金融サービスを購入する場合、国内の購入者が増値税を源泉徴収する。国内の購

入者は税務機関の発行した税金納付証を取得した後、仕入税額の控除を受けることができる。 

 

納税期限：銀行、財務会社、信託投資会社、信用組合は四半期ごとに増値税を申告、納付する。その他の金融企業
（例えば、保険会社、ファンド会社および証券会社等）は、財政部、国家税務総局が別途規定しなければ、原則とし

て月ごとに増値税を申告、納付する。 

 

納税地点：総機構および分支機構が同一の県（市）にない場合、それぞれ所在地の所轄税務機関で申告、納税しなけ
ればならない。財政部および国家税務総局またはそれらが授権する財政および税務機関の認可を得て、総機構がその

所在地の所轄税務機関で、一括して申告、納税することもできる。 

 

 

コメント 

 

政策の全体的な特徴 

 

1994年以降、金融サービス業には営業税が課されてきた。金融サービス業の業務は複雑であり、当該業種特有の特

徴を有していることから、どのようにして増値税へのスムーズな移行を果たすかが大きな課題であった。全体として

見れば、金融サービス業に係る増値税改革試験の政策は次のような特徴を有している。 

 

従来の営業税の優遇政策が基本的に踏襲されている 

 

金融サービス業の税負担を増加させることなく、スムーズな移行を果たすために、金融サービス業に対する営業税の

免税政策のほとんどが踏襲され、これまで営業税を免除されていた取引は増値税も免除される（例えば、金融業の同

業者間取引に係る利息収入の免税、2016年 12月 31日以前における農家貸付に係る利息収入の免税、国債および地

方政府債に係る利息収入の免税、1年以上の人身保険商品に係る保険料収入の免税等）。 

 

課税対象となるサービスの範囲の明確化  

 

36号通達では、従来の営業税制度の下で定義が曖昧であった課税対象範囲の明確化が図られた。“貸付サービス”を

例にとると、業界では “利息收入”の定義について常に論争があり（例えば、債券を期限まで保有して得た利息収入

は課税対象となるか否か等）、各地の税務機関の見解も異なっていた。加えて、絶えざる金融革新と新しい金融デリ

バティブの出現もこの不確定性を高めることになった。36号通達では貸付サービスを、“資金を他人の使用のために

貸与し、利息収入を取得する業務活動”と新たに定義し、多くの実務上よく見られる利息収入（政策の要点部分を参

照）を列挙して、これらを一律に課税対象となる“利息収入”の範疇に含めている。また、“通貨資金を投資して得

た固定利益あるいは最低保証利益”は、貸付サービスとして増値税を納付すべきことも明らかにしている。当該通達

では、経済実態の観点から利息収入の解釈を行い、形式の異なるデットファイナンスの下での増値税負担の均衡を図

り、税負担の公平性の原則を体現しているといえる。 

 

まだ明確ではない多くの事項がある 

 

金融サービス業の増値税処理について、36号通達では十分明確にされていない事項が多くあり、その明確化が待たれ

る。例えば、金融商品の譲渡と一般的には増値税の課税対象とならない持分の譲渡をどのように区分するか、各種の

金融商品の購入価格をどのように確定するか、金融商品の譲渡に係る税込みまたは税抜きの売上額をどのように確定

するか、金融機関の同業者預入はいずれの課税対象項目として分類するか等の問題がある。 

 

各業種に対する影響の分析 

 

銀行業 

 

増値税改革試験の実施後、銀行貸付の利息収入に対しては増値税を納付することになる。前述したとおり、従来の営

業税制度の下で、各地の税務機関、納税者の利息収入に対する理解と定義付けには差異が存在していたため、各銀行

が営業税を納付する際の“利息収入”の計算基準も一律ではなかった。36号通達において、“利息収入”の具体的な

範囲について改めて定義付けがなされたことから、増値税改革試験の実施後は、各銀行の課税対象利息の認定範囲が

変わり、実際の税負担にも変化が生じる可能性がある。 

 

免税となる“金融機関の同業者間取引”を例にとると、従来の営業税制度の下でのこの概念に対する理解と実務は一

律ではなかった。多くの納税者のこの概念に対する理解は比較的広く、銀行とその他の金融機関（人民銀行以外）の

間の（銀行間取引市場を通じない）資金融通取引、売戻し条件付き買入れ取引はいずれも営業税が免除されるものと

して処理をしていた。しかし、36号通達では、これらの取引は増値税を免除される“金融機関の同業者間取引”の範

囲に含まれていない（具体的な範囲については、政策の要点部分を参照）。買戻し条件付き証券売買等の資金調達コ



ストに係る仕入税額は控除できないことも考慮すると、これらの取引について営業税を免除されていた銀行は、増値

税改革試験の実施後に税負担が増加する可能性がある。このほか、36号通達の規定によれば、銀行内部間（すなわ

ち、同一銀行内の異なる本支店間）で発生する資金取引は“金融機関の同業者間取引”の免税範囲に属する。但し、

同一銀行内の国内と国外の本支店間で行われる資金取引についても増値税が免除されるか否かに関しては不確定性が

ある。 

 

実務運用の面に関しては、従来の営業税制度の下で、銀行は通常、顧客が要求する場合等の限られた状況においての

み税務発票を発行していた。借入利息支出に対応する仕入税額は控除できないため、銀行は増値税改革試験の実施後

も、借入人に対しては増値税専用発票を発行しなくてよい可能性がある。しかし、企業顧客と金融同業者が支払う各

種の手数料あるいは手数料の性質の費用（貸付サービスと直接関連するものを除く）に対応する仕入税額は控除でき

ることから、多くの企業顧客と金融同業者は銀行に対して増値税（専用）発票を発行するよう求める可能性がある。

どのように効率的且つ適切に増値税専用発票を発行し、顧客のニーズに応えるかは、銀行業にとっての大きな課題に

なると考えられる。 

 

一方で、借入人の観点から見ると、36号通達では、企業の借入利息支出に対応する仕入税額は控除できないと規定し

ていることから、主として借入によって資金調達をしている企業は、増値税改革試験の実施後も資金調達コストを低

減させることはできない。借入による資金調達は、増値税に関しては優位性を持たないといえる。 

 

保険業 

 

増値税改革試験の実施後、保険会社は課税対象となる保険料収入、手数料、管理費収入および投資収益（金融商品の

保有期間の収益および譲渡収益を含む）に対して、6%の増値税を納付しなければならない。1年以上の人身保険商品

に係る保険料収入は、営業税と同様に増値税も免除される。 

 

一方、36号通達では、給付支払に係る仕入税額を控除できるか否かの問題には触れていない。この点について、我々

は、保険会社が物品またはサービスを購入する形で給付支払を行い、且つ増値税専用発票を取得できるならば、対応

する仕入税額は控除することができると理解している。 

 

全体として、36号通達では、多くの保険業特有の問題について触れていない。例えば、再保険業務の増値税処理、保

険会社が給付支払用の物品またはサービスを購入し、実際に給付支払をする際、それがみなし販売となるか否か等で

ある。これらの事項は保険業の税負担およびコンプライアンスコストに大きな影響を与える可能性がある。関連の処

理について、今後の規定の公布が待たれる。 

 

その他の金融業（証券会社、資産管理会社、信託投資会社等） 

 

証券会社、資産管理会社、信託投資会社等のほとんどの業務には、6%の増値税が課される。その課税対象項目は主

に次のとおりである。コミッションおよび手数料、保管料、投資顧問料、コンサルティング料等の収入は“金融サー

ビス－直接チャージ金融サービス”または“現代的サービス－ビジネスサポートサービス”の中の“仲介代理サービ

ス－金融代理”、信用取引等の資本仲介業務で得た利息収入は“貸付サービス”、自営の証券業務は “金融商品の譲

渡”に該当する。そのほか、従来から営業税の課税対象範囲をめぐって一定の論争が生じた項目もある。例えば、売

戻し条件付き買入れ金融商品の利息収入、債券収入等である。36号通達では、これらが“貸付サービス”の範疇に属

することを明らかにしているが、このことは証券会社等の銀行業、保険業以外の金融企業の税負担に影響を与える可

能性がある。 

 

証券会社は通常、証券仲介業務において、証券取引所、中国証券登記決済有限公司、中央国債登記決済有限公司等に

代わって顧客から手数料を受領する。税収の確保と徴税管理の簡素化の観点から、行政事業性費用に準じて、この手

数料を売上額に算入しないことができるか否かが明確ではない。また、その他の金融業に係る営業税の取扱いが、増

値税についても同様の取扱いとなるか否かについても、36号通達では明らかにされていない（例えば、証券会社が計

上する投資者保護ファンドは売上額から控除できるか否か）。 

 

投資者の観点から見れば、投資者が資産管理会社、証券会社等を通じて金融商品（例えば、資産証券化商品、信託プ

ラン等）を購入し、投資収益（保有期間の投資収益と譲渡収益を含む）を取得した場合の、当該投資収益に係る増値

税の取扱いも、現時点では十分明らかではない。 

 

 

対応策に関するアドバイス  

 

増値税は営業税と仕組みも徴税管理上の要求も大きく異なり、且つ金融業が増値税の対象となる 5月 1日まであまり

時間がないことから、金融企業に対して次のことを提案する。 

 

企業の税負担の変化と内部統制の現状を評価する 

 

36号通達が公布される前に、増値税改革試験の実施が自社の税負担に与える影響を試算し、業務フロー、内部統制お



よびシステムの変更に関する基本的な対応案を策定した金融企業も少なからずある。36号通達の公布を受けて、これ

らの金融企業は税負担の変化と内部統制の現状を改めて評価し、必要に応じて対応案に変更を加える必要がある。一

方、まだ何らの対応もしていない金融企業は、まず財務、税務および内部統制の観点から、増値税改革試験のもたら

す影響を評価することが重要になる。 

 

企業の現有システムがコンプライアンスの要求にどの程度応えられるかを理解する 

 

増値税改革試験に対応するために、それぞれ程度は異なるが、大型の金融機関はすでにシステムの改造に着手してい

る。増値税改革試験が実施される前に、金融企業はまず自社の現有システムの点検を行い、そのシステムがどの程

度、増値税にかかわるコンプライアンスの要求に応えられるかを理解する必要がある。システムによって増値税申告

に必要となるデータを生成できない場合は、企業の関連部門が協働してシステム改善プランを策定し、増値税申告と

コンプライアンスのための、増値税への移行期間における手作業リストを作成する。それには、代金と税金の手作業

による分離計算、増値税の会計計算と財務諸表データの手作業による調整、増値税発票の手作業による発行等が含ま

れる。 

 

所轄税務機関の増値税実務の動きを注視する 

  

多くの金融企業（特に全国的な銀行、保険会社等）は拠点が広範囲に分布し、異なる省の管轄区域に属している。よ

って、実務的な観点からは、総機構あるいは省レベルの一級分支機構が一括して増値税の申告、納付を行うことがで

きるか否かが、金融企業の増値税発票の管理および増値税申告の手続に直接的な影響を与える。36号通達では、総機

構と分支機構が同一の省、直轄市、自治区、計画单列市にある場合、省レベルの財政部門および国家税務局の認可を

得て、総機構が増値税を一括申告できると規定している。よって、総機構と分支機構が同一の省、市にある金融企業

は、一括申告の実行可能性を評価するために、一括申告を申請するための要求事項（申請プロセス、提出資料等を含

む）を理解する必要がある。一方、省をまたがって分布する金融企業は、我々の理解によれば、原則として総機構が

増値税の一括申告を行うことはできない。このような企業は、総機構が所轄税務機関とコミュニケーションを取り、

一括申告の可能性を探るとともに、実務面における具体的な要求事項を理解することが考えられる。 

 

5月 1日までに増値税管理制度の基本的な完成を目指す 

 

増値税の（専用）発票の管理、みなし販売、仕入税額控除等に関する規定は、企業の増値税負担に直接的な影響を与

え、且つ企業による増値税のコンプライアンス管理も要求される。よって、増値税改革試験による“減税”のメリッ

トを最大限得られるように、金融企業が増値税改革試験の実施までに、自らの財務上、内部統制上の必要も考慮し

て、業務運営および管理のプロセスをレビューし、増値税発票の管理、仕入税額控除の管理に関する制度を策定する

よう努めることを提案する。 

 

増値税改革試験に関する研修を実施する 

 

長い間、金融サービス業が増値税改革試験の対象となる日が待たれていたが、多くの金融企業に残された準備のため

の時間は非常に限られている。金融企業ができるだけ早く財務と税務の担当者、業務担当者および管理者に対する研

修を行い、増値税改革試験の実施後に変更される会計計算に関する要求、および業務と管理のプロセス（契約の締

結、取引の相手方に関する情報の収集、仕入の管理、発票の管理等を含むが、これらに限られない）について説明す

ることを提案する。 
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